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親性の「個人化」

―家族の分析視角としての「個人化」論の可能性―

斎藤　真緒＊

本稿は，親性―大人の側からの子どもとの関係性に対する意味づけ―の「個人化」に関する一考察

である。「近代家族」において親性は，母性愛を基盤とする母－子関係の中に一義的に集約されてきた。

従来女性運動やフェミニズムではこの問題がしばしば論じられてきているが，「近代家族的母－子関係」

以降の新しい母－子関係，ひいては父－子関係をも射程に入れた親子関係のあり方の輪郭はまだはっ

きりとは見えていない。新しい親子関係をめぐるひとつの手がかりとして，本稿では，ウルリッヒ・

ベックの「個人化」論を用い，「近代家族」以降の親性の変化―親性の「個人化」―を検討した。第１

節では，まずベックの「個人化」概念について，その主観的側面と客観的側面とのトータルな把握が

できることを大きな特徴として確認した上で，ドイツの家族研究における「個人化」論の受容状況に

ついて問題提起を含めた整理を行った。さらに，第２節では，親性を取り上げる理由を以下の２つの

背景から検討した。一つは，「パートナーシップと親性との分断」という戦後西ドイツの家族変動とい

う現実的背景であり，もう一つは，「ポスト近代家族」論における親性の理解という理論的背景であり，

具体的にはエドワード・ショーターの「ポスト近代家族論」を取り上げ，その意義と限界について論

じた。こうした前提を踏まえた上で，親性の分析にとっての「個人化」論の理論的インプリケーショ

ンを第３節で考察した。ここでは，「子ども願望」を取り上げ，親性の「個人化」において，個人にと

っての親性に対する意味づけが決定的な役割を果たすことを確認した。最後に，親性の「個人化」の

分析として「個人化」論の理論的インプリケーションをより発展させていく上で，ギュンター・ブル

カルトの「分断化」仮説を取り上げ，親性の決定過程の分析枠組みとして，「分断化」仮説と「個人化」

論とを接合する必要があることを確認し，親性の新しい方向性を提示した。

キーワード：ウルリッヒ・ベック，「個人化」論，親性，「子ども願望」，「分断化」，ミリュー



による反仮説

（２）親性の決定過程

おわりに

はじめに

ウルリッヒ・ベックの「個人化」論は，ドイ

ツの家族研究において，「近代家族」以降の

「新しい」家族のあり方を分析する際にしばし

ば参照されている。しかし，その受容過程にお

いては，「個人化」概念の把握の仕方が一面的

であったり，「個人化」論の理論的射程を十分

咀嚼できていない場合が多い。また後述のよう

に，分析の適用範囲も，個人のライフコースの

変化やパートナー関係の変化が中心であり，親

子関係，とりわけ初期親子関係については，

「個人化」論の適用可能性そのものに疑義を呈

する論者も存在している。しかし，親子関係は

決して「普遍的」ではありえないと思われる。

つまり，「個人化」過程を経ることによって，

親子関係も新しい関係性を獲得し得るのではな

いだろうか。「個人化」と親子関係との関連を

どのように捉えるのかという研究課題を検討し

ていくために，本稿では，親性―大人の側から

の子どもとの関係性に対する意味づけ―を取り

上げ，母性愛に基づく「近代家族的母―子関係」

１）に集約されてきた親性の変化，すなわち親性

の「個人化」について考察する。

本稿の構成は以下の通りである。まず第１節

および第２節では，ベックの「個人化」論の特

徴を整理し，ドイツの家族研究における「個人

化」論の受容状況について整理を行った上で，

親性を取り上げる理論的・現実的背景を明らか

にする。その上で，親性の分析視角としての

「個人化」論の理論的インプリケーションを第

３節で述べる。第４節では，親性の「個人化」

をよりトータルに捉えていくために，「個人化」

論批判を展開しているギュンター・ブルカルト

の「分断化」仮説を取り上げる。

なお本稿では，ベックの「個人化」論を考察

の手がかりとするため，ここで用いる「個人化」

は，ベックの「個人化」概念を指すものとす

る。

１．「個人化」論の射程と家族研究

ベックの「個人化」論は，1986年に出版さ

れた『危険社会』によって広く知られるように

なり，社会学理論のみならず，青年社会学，家

族社会学あるいは政治学といった分野にも大き

なインパクトを与えた。同時に，その解釈をめ

ぐる論争は，今日においてもなお衰えることな

く続いている２）。もっともそのような論争の中

身自体は，しばしば「個人化」概念の解釈に

「翻弄されて」３）いる観もある。しかし，「個人

化」は現代の社会変動を捉える際の重要なキー

ワードであり，社会科学の領域において，今日

なお重要な意味をもっていることは否定しえな

いだろう。

（１）「個人化」概念の特徴

ベックは，「個人化」を，「グローバル化」と

同時並行的に進行する，今日の社会変動の両輪

の一つとみなしている。ベックによれば，戦後

「社会国家」の下で，人間が生きる上での集合

的意味供給源を構成していた国民国家・階級が

ますます枯渇すると同時に，個人の私的生活に

おいて貴重な意味の源泉であった結婚や家族も

その有効性を失いつつある。こうした近代固有

の伝統的諸価値の崩壊にともなって，個人の生
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き方において比重を増すのが個人のニーズおよ

びそれに基づく個人の選択である。ベックは，

「個人化」を，歴史的に所与のものと考えられ

てきた社会的結びつきからの解放という第一の

次元，次に行動や知識，信仰，さらには行動を

導く規範が有していた安定性・確実性の喪失と

いう第二の次元，そして第一の次元および第二

の次元を経て，社会の中に全く新しい方法でふ

たたび組み込まれる統制・再統合という第三の

次元という３つに分類している。さらにこの３

つの次元は，「人々に何が起こっているのか」

という客観的な変化の側面と，「人々が行動や

意識において自分に起こっている状況とどうつ

きあうのか」という主観的側面，２つの側面に

区別できる。従来「個人化」が注目される場合，

とかく意識やアイデンティティといった主観的

な側面，その中でもとりわけ解放や自律性の増

大といった次元のみが注目されがちである。そ

れに対してベックは，個人の意図にかかわらず

進行する社会変動としての「個人化」を強調す

ると同時に，社会変動としての「個人化」を媒

介とする，主観的側面のレベルにおける不確実

性の増大や再統合の次元における「意味づけ」

の変化を浮かび上がらせようとしている。この

ように，「個人化」過程を客観的側面と主観的

側面との相互作用としてよりトータルに把握す

ることができるという点に，彼の「個人化」概

念の大きな特徴があると思われる。

（２）家族研究における「個人化」論の受容

「個人化」論は，旧西ドイツの家族研究の領

域において，80年代後半以降，家族変動，と

りわけ「近代家族」以降の家族への移行過程の

説明変数として受容されてきた。その中でも，

エドワード・ショーターを一つの理論的起点と

する４）「ポスト近代家族」論／「ポストモダン」

家族論は，「個人化」論と多くの視座を共有し

ている。しかし，「ポスト近代家族」論／「ポ

ストモダン家族」論と「個人化」論との関連性

を考える場合，「モダニティ」の理解をめぐる

理論的問題がある。

そもそも「個人化」とは，「近代化」という

非常に長期的な社会変動の一段階であり，その

意味で「個人化」は「モダニティ」の枠内にお

ける現象である。したがって「ポスト近代家族」

論／「ポストモダン家族」論は，「ポスト近代
、、

家族
、、
」であれば「個人化」論と射程を共有でき

るが，「ポストモダン
、、、

」家族という意味では

「モダニティ」を超える可能性を含んでいる。

この点に関して，例えば高橋秀寿氏は，「ポス

ト近代家族」を，近代の完遂の過程に位置づけ

ることによって，「近代家族」を「一元的な不

完全な『近代家族』」，「ポスト近代家族」を

「多様化した完全な『近代家族』」として整理し

ている５）。いずれにせよ，「ポスト近代家族」

が取り上げられる場合，「モダニティ」概念の

解釈をめぐる問題を意識化しないまま論じてい

る場合がしばしばあるため，この点については，

十分留意しながら比較検討していく必要があ

る。

シングル化

上記の留意点を踏まえた上で，具体的な家族

研究における「個人化」論の受容の事例につい

て見ていこう。

まず，家族の「個人化」の一例として，シン

グルの動向に注目した研究を挙げることができ

る６）。旧西ドイツにおいて，単身世帯は，1970

年の550万人から，統一直前の1989年には980

万人まで膨れ上がっており，全世帯の３分の１
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以上を占めるようになった（表１参照）。ベル

ント・ショファーらは，60歳以下の単身生活

者を「シングル」と定義した上で，60年代以

降のシングルの増大を，個人化過程の一つのメ

ルクマールとして位置づけている。彼らによれ

ば，従来シングルは，高齢層と若年層，あるい

は未亡人といったライフサイクルのプロセスお

よび性に起因する現象として捉えられていたの

に対して，今日のシングルの増大は幅広い年齢

層・階層さらには男性にも浸透している。シン

グルは，未婚率の高さ，社会的・空間的モビリ

ティの高さ，近代固有の伝統的な連帯構造から

の離脱傾向，個人主義的価値嗜好に基づく新し

い社会的統合様式に対するニーズといった特徴

を有している。これらの特徴の中に，ショファ

ーは，伝統的なライフサイクル過程から切り離

される構造的な「個人化」の影響を読みとって

いる。ショファーは，ベックの「個人化」の３

つの次元―「伝統的諸価値からの解放」「確実

性の喪失」「再統合」―の「触媒」として，以

下のような現実的なモメントを４つ挙げてい

る。

・個人の収入の増大

・教育に対する要求の普遍化と権利としての

固定化

・新しい権利をめぐる動向（国家と個人との

クライアント関係の強化）

・女性の労働市場への統合

ショファーによれば，収入の増大は，「近代家族」

内部の扶養関係を掘り崩し，個人は社会保障制

度・労働市場といった社会諸制度と直接結びつ

けられる。また教育の拡大や社会権を中心とす

る法整備がこうした傾向をより促進する。した

がって「個人化」とは，「標準化」「制度化」の

過程でもある。こうした４つの現実的なモメン

トを媒介として，「個人化」された個人としての

シングルが，特定階層のみならず，あらゆる階

層に浸透するとショファーは結論づけている。

ポスト・ファミリアルファミリー（Post-familial

Family）

エリザベス・ベック=ゲルンスハイムは，ベ

ックとの共著も多く，「個人化」論をベースと

しながら，家族関係や女性のライフコースの問

題など，幅広く論じている。ベック=ゲルンス

ハイムは，個人のバイオグラフィーにおける

「個人化」の特徴を，「ノーマルなバイオグラフ

ィー」から「選択的なバイオグラフィー」への

転換として捉えている。伝統的な価値規範の崩

壊の裏返しとして，個人の選択可能性が増大す
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表１　人数別世帯構成

総世帯数
人数別の内訳 平 均

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 世 帯

1,000 人 数

1950年 16,650 3,229 4,209 3,833 2,692 2,687 2.99

1961年 19,460 4,010 5,156 4,389 3,118 2,787 2.88

1970年 21,991 5,527 5,959 4,314 3,351 2,839 2.74

1987年 26,218 8,767 7,451 4,643 3,600 1,757 2.35

資料出所：Statistisches Bundesamt (Hg.) , Statistisches Jahrbuch 1989 , S. 56.



ると同時に，個人が「主体的」に選択するよう

に強要される（可能性としての決定／リスクと

しての決定）。したがって，家族内の構成員間

の様々なニーズの調整は困難となり，潜在的な

コンフリクトもますます大きくなる７）。その結

果，共通のニーズに基づいて家族構成員をとり

まとめていた「近代家族」にとってかわり，個

人が複雑化した調整システムの中心に位置する

ようになる。こうした観点から，今日の家族変

動としての「個人化」は，共通のニーズおよび

目標に基づく「近代家族」からの離脱過程とし

て捉えられることとなる。

しかしベック=ゲルンスハイムは，ベックと

同様，こうした家族変動を「シングル社会」へ

の過程と見なす見解にはあくまで否定的であ

る。この点にかかわって，「個人化」論の特徴

としてとりわけ重要だと思われるのは，「個人

化」過程が家族関係そのものの解体を意味しな

いという点である。もちろん「近代家族」，と

りわけその規範的影響力が消滅するわけではな

いが，家族形態および規範としての独占的な影

響力を失いつつあることは事実である。しかし，

シングル社会を主張する人は，家族変動の要因

として，個人の自分自身の人生に対するニーズ

の増大を過度に強調しがちであるとベック=ゲ

ルンスハイムは指摘している。彼女によれば，

たしかに，個人のニーズの意味の増大は「個人

化」の一側面ではあるが，「個人化」は同時に

「結びつき・近しさ・共同体に対する憧憬」８）

をも同時にもたらす。したがって，「家族の後

に何が来るのか」という問いに対してベック=

ゲルンスハイムは，「シングル」ではなく「家

族」と答えている。ここでいう家族とは，境

界・継続性・義務的性格など，様々な点におい

て「近代家族」とは全くことなるたぐいの関係

性を指している。これが「個人化」過程の「再

統合」の地平に構想しうる新しい家族のあり方，

彼女が言うところの「ポストファミリアルファ

ミリー」９）の輪郭である。この「ポストファミ

リアルファミリー」は個人の自律と共生との

「緊張関係」によって特徴づけられるがゆえに，

その輪郭はいまだ不明瞭である。

「個人化」はあらゆる私的な人間関係に浸透

する。パートナー関係の「個人化」は，ベッ

ク＝ゲルンスハイムも含め，家族変動の事例と

してよく取り上げられているが，親子関係も例

外ではあり得ない。しかし，親子関係の「個人

化」については，「ポストファミリアル・ファ

ミリー」においても十分展開できているとは言

い難い。以下，本稿では，親子関係の「個人化」

を検討するひとつの手がかりとして，親性を取

り上げてみたい。

２．ドイツにおける親性研究

（１）「親性」概念について

親性の「個人化」に関する基本的問いを，ラ

イナー・ミュンツは，「なぜ個人化された社会

において，いまだにそれほど子どもをもちたが

るのか」という，親の側からの子供を持つ「意

味づけ」の問題として設定している10）。

「親性」はドイツ語のElternschaftの訳語で

あり，英語のParenthoodと同義語にあたる。

日本語の「親性」という概念は，「育児性」や

「次世代育成力」と同様，「母性／父性」に対す

るオルタナティブとして頻繁に用いられる。し

かしElternschaftは，日本語から連想されるよ

うな子育てをめぐる個人の資質や能力という意

味合いよりも，むしろ大人の側から見た子ども

との関係性（親になること），あるいは親子関

親性の「個人化」（斎藤真緒） 53



係を指す場合が多い。本稿では，「個人化」の

分析次元にも示されているように，今日の人間

関係を理解する上で，その関係に対する個人の

主観的な意味づけの側面が重要になっていると

いう点を踏まえ，親の側から意味づけられた子

どもとの関係性という意味で，親性という概念

を用いる。

ではなぜ親性に注目するのか。この点につい

て，ドイツの現実的背景と理論的背景の双方か

ら検討してみたい。

（２）現実的背景

まず，親性に注目する現実的背景として，旧

西ドイツにおける60年代末以降の家族変動，

すなわち「個人化」過程における「パートナー

シップと親性との分断」11）の進行を指摘するこ

とができる。

例えばヘーゲルは，子どもによって夫婦の一

体性が顕現すると考えていたように，家族を構

成する大きな二つの要素，パートナーシップ

（夫婦関係）と親性（親子関係）は，「近代家族」

において密接に結合していた。第二次世界大戦

後，安定的な経済成長に支えられながら，実質

収入・居住環境・生活水準が改善される中で，

「近代家族」は，階層特有のものとしてではな

く，家族形態としても規範としても広くドイツ

社会に浸透した。このように，1950年代から

60年代をドイツでの「近代家族」の「黄金期」

と見なすのが一般的理解となっているが，「近

代家族」は，60年代末以降の反権威主義運動

の中で転換を迫られる。この家族変動は，「近

代家族」への「個人化」原理の浸透であり，そ

の一側面として，「パートナーシップと親性の

分断」がその特徴として指摘されている12）。こ

れは「近代家族」の枠内で維持されてきたパー

トナーシップと親性との連結が切り離され，そ

れぞれ独自の発展を遂げることを意味する。

パートナーシップの「個人化」によって，

パートナー関係は，情緒的結びつきに対する

個人の選択の問題となり，不安定な関係と化

す。それによって，ますますパートナー関係

の「質」が，個人の選択においても重要な問

題として浮上するようになる。そしてパート

ナー関係の「個人化」は，「近代家族」の形成

基盤の中核としてのパートナーシップの意義

を掘り崩すようになる。連邦統計庁によれば，

法律上の婚姻手続きをとらない「非婚生活共

同体（nichteheliche Lebensgemeinschaft）」

が，1972年には13万７千組であったのに対し，

88年には82万組へと急増していることは，パ

ートナーシップの「個人化」の典型的な例と

見なされている。

しかしその一方で，非婚生活共同体を子ども

の有無の内訳から見てみると，子どもをもって

いない割合が非常に高いことも指摘できる。実

数としては有子非婚生活共同体は一貫して増加

傾向にあるが，1972年の13万７千の非婚生活

共同体のうち，子供を持たないカップルの占め

る割合は80％強であり，これが88年の時点で

は90％とさらに多くなっている。また，有子

非婚生活共同体のほとんどが，離婚後新たに形

成されたステップファミリーであるという指摘

もある13）。ここには，政策上の誘導も大きく作

用していると思われるが，家族形成の過程にお

いて，パートナーシップおよび親性がそれぞれ

独自の意味づけを必要としつつあると同時に，

家族形成の基盤として親性により高い位置づけ

が与えられる傾向にある。つまり，今日，家族

変動過程において，一つの家族形成の基盤とし

て，子どものしめる比重が大きくなりつつある
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といえる14）。

こうした家族変動が，親性がパートナーシッ

プと切り離され独立した形で注目されるように

なる現実的背景である。しかしこのことは同時

に，親性が「個人化」過程とどのような関連に

あるのかという理論的課題を提起することにつ

ながっていく。

（３）理論的背景

従来の親性研究において，親性の「個人化」

との関連で重要だと思われるのは，母性愛に典

型的に示されているように，親性を子どもとの

普遍的・本質主義的な関係として捉えようとす

る理解である。こうした親性の理解は，初期親

子関係を「近代家族」との連続性において捉え

る考え方に共通しており，こうした理解は「ポ

スト近代家族」論の中にも垣間見られる。ここ

では，「ポスト近代家族」論の先駆者として位

置づけられているショーターを取り上げ，ショ

ーターが展開している「ポスト近代家族」論の

全体的な構成と，その中での初期親子関係の位

置について検討する。

ショーターは，1989年の論文の中で，出生

率の低下をめぐるアプローチとして，統計学的

アプローチと近代化理論によるアプローチに対

置する形で，「ポスト近代家族」論を位置づけ

ている15）。1960年代後半以降の出生率の低下は，

統計学的アプローチでは「第二の人口転換」と

呼ばれている。しかしショーターによれば，統

計学的アプローチでは，出生率の低下と他の社

会的事象との関連性が軽視されている点や死亡

率の低下との関連が説明できない点という問題

点がある。また近代化（産業化・都市化）の一

環として出生率の低下を捉える近代化理論の場

合は，第一の人口転換と第二の人口転換の差異

の説明が十分ではないとされる。では，この二

つのアプローチに対置されているショーターの

「ポスト近代家族」論の輪郭とはいかなるもの

だろうか。

ショーターは，「ポスト近代家族」について，

以下の３つのメルクマールに即してその特徴を

整理している。

q家族の境界と境界を超越して作用する環境

との関係性における量と質

w家族内部における個々の構成要素の質

e構成要素の相互作用

まず第一の点についてであるが，ショーターに

よれば，「ポスト近代家族」は，「伝統的家族」

および「近代家族」との比較において，時間お

よび空間を軸とする外的環境との関係性がます

ます希薄化するとされる。家族を固定化する時

間および空間との結びつきが強力であった「伝

統的家族」と比べて，「近代家族」は空間との

結びつき（とりわけ近隣共同体との関係）が弱

まる一方，時間との結びつき（世代継承）は維

持されている。それに対して，「ポスト近代家

族」への移行は，時間による固定すら失い，非

常に不安定なものとならざるを得ないと考えて

いる。

また第二の点について，「ポスト近代家族」

におけるパートナー関係において，セクシュア

リティのしめる比重が大きくなる点が指摘され

ている。

「伝統的家族は家族全体の利害を最大限追求したの

に対して，『近代家族』は家族内の個人的幸福

（personliches Glück）を最大限にすることを追求

した。これが『ポスト近代家族』では，家族の内
、

外
、
（傍点は筆者）の“関係”における個人的幸福

を最大限にすることを追求している」。16）
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ショーターは「関係」の本質を，「あらゆる制

度的強制の外側での人格的発達，自己実現の可

能性」17）に見ている。このロジックに即して，

ショーターは，「ポスト近代家族」における新

しい親性を「パートナー関係の自己実現」のひ

とつのあり方として捉えている。つまり「ポス

ト近代家族」では，子供を持つことのポジティ

ブな側面とネガティブな側面とを区別した上

で，個人が情緒的資本を中心とするポジティブ

なモメントを見いだせるか見いだせないかが決

定的な要因となるとされる。こうした理解は，

後述する「個人化」論における親性の理解とほ

ぼ一致している。しかし，ショーターの「ポス

ト近代家族」論と「個人化」論との相違点は，

初期親子関係の理解にある。

ショーターは，「ポストモダン家族」の第三

の特徴として挙げている家族内部の構成要素の

相互作用に関して，パートナー関係とその他の

構成要素との相互関係という観点から，親子関

係の変化に注目している。彼は子どもをめぐる

関係性について，親を通じて身体化された文化

の影響力の低下と家族外の社会諸集団（「同輩

集団」やマスメディア）の影響力の増大から，

親子関係はますます緩やかな関係性へと変化す

るとしている。しかし，こうした変化が該当す

るのは青年期を中心とする親子関係であり，初

期親子関係については，むしろ「近代家族」と

変わらず緊密な母性愛によって特徴づけられる

とされている。こうした初期親子関係の理解は，

まさに「ポスト近代家族」論との理論的断絶と

言っても過言ではない。

ショーターの理解に典型的に示されているよ

うに，初期親子関係（とりわけ母子関係）につ

いては依然として「近代家族」の延長線上に捉

える傾向がある18）。しかし，「個人化」はあら

ゆる人間諸関係に浸透する社会変動であるとい

う点を踏まえるならば，「個人化」論を家族研

究に応用していく上で，親性の「個人化」とい

う問題をいかに構想しうるかが一つの重要な理

論的課題となっていると言える。次節では，

「個人化」論に立ち戻り，そこから読み取り得

る親性の「個人化」に対する「個人化」論のイ

ンプリケーションを検討したい。

３．「個人化」論における親性

「個人化」論のコンテクストの中で親性の

「個人化」を考える場合，「個人化」の主観的側

面，すなわち個人にとっての親性に対する意味

づけの問題が浮上する。

エリザベス・ベック=ゲルンスハイムは，特

に母子関係を取り上げ，女性のライフコースの

変化，すなわち女性の「個人化」との関連にお

いて，親にとっての子どもをもつことの意味変

容について考察している。その際，今日の親性

を特徴づけるキーワードとして，「子ども願望

（Kinderwunsch）」―個人が子どもをほしいと

思うかどうか―を挙げている。以下では，「子

ども願望」を中心としながら，親性の「個人化」

にとって「個人化」論がもっている理論的イン

プリケーションについて検討する。

（１）「子ども願望」の歴史的特質

旧西ドイツにおいて「子ども願望」が公の場

での議論の対象となり，盛んに記述されるよう

になったのは，出生率の低下と時期を同じくし

ており，その意味では「子ども願望」は歴史的

に見て比較的新しい「社会現象」として位置づ

けられている19）。そもそも「子ども願望」は，

心理学の分野で用いられてきた概念であるが，
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出生率の低下のみならず，近年の生殖技術の発

展，とりわけ不妊治療との関連で，より広い分

野で頻繁に用いられるようになってきた。しか

し，この概念の起源やその影響力，とりわけ心

理学から社会学への応用過程などについては，

まだ十分研究が進んでいるとは言い難い20）。し

たがってここで扱うのは，「個人化」過程にお

ける「子ども願望」の形成過程とその意義に限

定したい。

すでに80年代初頭から「子ども願望」に注

目していたバーバラ・ジヒターマンは，「子ど

も願望」が意識化されるのは，避妊手段として

のピルの普及と密接に関連していると指摘して

いる。ジヒターマンによれば，避妊手段がまだ

十分浸透していない「近代家族」の成立期にお

いては，子どもは「授かる」ものであり，こう

した発想には宗教的世界観が色濃く反映されて

いた。「近代家族」は，男性と女性との「対照

的な美徳」（ハバーマス）に基づく相互補完関

係の上に成立しており，女性のライフコースは，

結婚および母親になること直結していた。母性

愛による子どもの養育は，女性の人生目標およ

び人生の課題であった。男性は労働市場によっ

て自立を要求されるのに対して，女性は家事お

よび育児によって自立の自重・放棄を余儀なく

された。

「すなわち再生産は暗黙の義務であり，それは同時に

多くの女性が身を滅ぼしてしまうほどの義務であっ

た。これは，時には子どもに対する愛情によって部

分的に和らげられ，部分的に隠蔽される義務であっ

た。人々は当たり前のように子供をもうけ，時には

静かに喜び，時には沈黙し，時には無言の絶望に陥

ることもあった」21）

ジヒターマンによれば，「近代家族」の中で

の親性，子どもを持つことの意味は，―男性に

とっても，女性にとってはより強く―宗教的・

社会的規範の実現という意味合いが大きく，自

発的な選択肢はほとんどなかった。唯一残され

ている選択とは，修道士・修道女になって，あ

らゆるセクシュアリティを断念することだけで

あったと考えられている。

このような結婚および家族の中に埋め込まれ

た親性に最初の変化が現れるのが，世紀転換期

だと考えられている。世紀転換期に，初めて個

人的な動機としての「子ども願望」が登場する

が，しかしそれは非常に限定的であり「階級格

差」によって特徴づけられていた。世紀転換期

は，第一次女性運動の興隆期であり，ドイツで

も19世紀後半に女性運動の萌芽が形成され，

この時期に最盛期を迎えるが，ここには２つの

大きな潮流があった。一つは，教養市民層の女

性を中心とするブルジョア女性運動であり，こ

こでは母親役割を媒介とした女性の経済的・政

治的地位の保障が強調される。もう一方はプロ

レタリア女性運動であるが，この運動の中で，

妻であり母であり労働者でもあった女性たち

が，母親役割を負担と見なし，出産制限に大き

な関心を示したのである。すなわち，「もっと

子どもがほしいかどうか」ということが，プロ

レタリア女性にとって極めて深刻な問題となっ

た。しかし当時女性運動において問題にされた

のは子どもの数の問題だけであって，子どもを

持つことそれ自体に対する問いではなかった。

その意味では，ほとんどの女性にとって子ども

を産むことは疑問の余地などない，自明のこと

と見なされていたと言える。親性が，集合的価

値規範・伝統・自然への依存によって決定され

ていた現象から，子どもとの関係性に対する主
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体的な選択，自己のセクシュアリティの実現に

関わる問題へと転換するのは戦後以降，とりわ

けピルの普及以降であるとジヒターマンは結論

づけている。

（２）「個人化」と「子ども願望」

しかしジヒターマンの議論は，なぜ「個人化」

された社会において子どもをもちたがるのかと

いう，「子ども願望」が登場する社会的背景に

対する答えとしては十分とは言い難い。ジヒタ

ーマンが避妊技術との関連性で「子ども願望」

の成立過程にアプローチしたのに対して，ベッ

ク=ゲルンスハイムは，「個人化」過程におい

て「子ども願望」が登場する背景とその意義を

明らかにしている。彼女は今日の「子ども願望」

の特徴を，女性ライフコースとの関連性，とり

わけ自立と子どもとの葛藤として位置づけてい

る。

戦後旧西ドイツにおいて，「近代家族」の黄

金期以降，女性は，ライフコースにおいて新し

い可能性を手に入れた。ベック=ゲルンスハイ

ムは，この変化を「他者のための存在」から

「少しは自分自身の人生」への移行と捉えてい

る22）。これは，従来男性にしか適用されてこな

かった「個人化」原理が女性にも浸透したこと

を意味している。「個人化」とは，女性が個人

として独自のニーズをもつ自律的存在となり，

従来他律的に規定されてきた女性をめぐる人間

諸関係が，女性自身のニーズに基づく関係性に

変化することを意味している。換言すれば女性

の「個人化」は，女性にこれまでには想像もで

きなかった「選択の可能性」を提供する。とり

わけ労働市場への参入は，女性の「近代家族」

からの離脱，すなわち母親役割からの離脱を促

進する。

女性の「個人化」は，女性が「自分の人生」

という新しいチャンスを獲得する過程であると

同時に，「個人化」の影の側面としての「貧困

の女性化」（劣悪な労働条件，低い賃金など）

の過程でもある。従来，家族という枠の内であ

る程度緩和されてきた社会的不平等の問題が，

「個人化」によって直接個人に突きつけられる

ようになる。女性は，相変わらず男性よりも家

事・育児に対してより多くの責任を受け負って

おり，労働市場や仕事でも男性との比較におい

て保護されているとは言い難い。したがって女

性のライフコースの「個人化」は，これまで経

験してこなかった不平等・コンフリクト・強制

をもたらす。これが女性の「個人化」が「不完

全な個人化」と言われるゆえんである。

従来夫や子どもの存在と結びつけられていた

女性にとって，「個人化」過程において生きる

上での選択肢が拡大することによって，またこ

のことが生殖技術の発展を後押しすることによ

って，技術面でも社会的規範という点でも，子

どもをもたない可能性がいっそう広がる。すな

わち，女性が従来のように夫や子どもに拘束さ

れない，独自のニーズをもつ存在となることに

よって，夫や子どもとの関係性は大きな転換点

を迎える。「個人化」の徹底によって，個人に

とって子どもを持つことは大きな負荷にもなり

得る。とりわけ労働市場において安価な労働力

として位置づけられやすい女性にとって，経済

的自立を達成しようとする場合に，子どもとい

う存在は障害にならざるを得ない。このことは，

子どもを持つことが願望になると同時に疑問と

もなり得ることを意味している。では，なぜ子

どもをほしがるのか。まさにこの問いの成立自

体が，親性が個人の問題，すなわち「子ども願

望」の問題へと転換したことを示している。
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ここで注目すべきは，「個人化」によって子

どもを持つという選択肢がより達成困難なもの

になることで，逆説的に個人にとっての子ども

の意義が高まるという「個人化」の論理である。

「個人化」が社会の隅々にまで浸透し，目的合

理的関係・競争・キャリア・モビリティといっ

た規律に支配される構造が拡大し，それによっ

て個人のライフコースがますます不確実性によ

って支配されるようになればなるほど，逆説的

に他者との結びつき，とりわけ情緒的結びつき

が希求される。ここにはパートナー関係も，子

どもとの関係も含まれるが，とりわけ子どもは

大人の側にとってますます非打算的な感情を投

入することができる関係性として認識されるよ

うになる。ベック=ゲルンスハイムは，今日の

「子ども願望」の特徴として，職業世界に対置

される配慮・親密性といった感情に裏打ちされ

た「人格的成長」という規準を提起している。

この規準は，女性が独自のニーズをもつ自律的

存在として立ち現れてはじめて採用される。こ

れが，「個人化を経た親性」としての「子ども

願望」の今日的特性である。すなわち「子ども

願望」の形成は，女性の「個人化」を媒介とす

ることによって，自立の自重としての女性役

割・母親役割に内包されていた親性からの大き

な転換点としての意味を獲得する。この個人を

中心とする親性に対する意味づけへの転換こそ

が，「個人化」論からみた親性の「個人化」に

とっての最も重要なインプリケーションであ

る。

（２）今日の社会における子どもの位置

「子ども願望」という観点から親性の「個人

化」を捉える考え方は，アンソニー・ギデンズ

の「親密な関係性」23）と，多くの点で共通点を

もっている。ギデンズのいう「親密な関係性」

とは，「対等な人間同士による人格的絆の交流」

であり，このことは「対人関係の領域の民主化」

の可能性を内包している。この過程において，

人間関係の質（「純粋な関係性」）が重視される

ようになる。ギデンズの「親密な関係性」では，

パートナー関係と親子関係の両方が対象となっ

ている。では，なぜ「個人化」論ではあえて子

どもとの関係性がクローズアップされるのだろ

うか。

その背景には，今日の社会における子どもの

位置という問題があると思われる。この点に関

して，ベック=ゲルンスハイムは，子どもの側

で生じている変化とりわけ子どもの養育および

教育をめぐる変化に注目している。

この変化について，まず，ボウルヴィあるい

はウィニコットに代表される発達心理学の影響

を指摘することができる。発達心理学によって，

初期母子関係の質あるいは情緒的結びつきの重

要性が強調される結果となった。さらに，歴史

上類を見ない「教育の圧力」24）によって，子ど

もを一個の独立した人格と見なす考え方がます

ます強まり，「子どもの福祉（well-being）」と

いう名目の下に，子どもをめぐる複雑な知の網

の目が編成される。そのことによって子どもに

関わる仕事に対する物理的・精神的要求はます

ますエスカレートする。しかしここの仕事は，

子育てに関わる人間の個人としての自立に対す

るニーズと必然的に衝突せざるを得ない。つま

り子どもをめぐる物理的・精神的責任の増大

は，新たな負荷の創出を意味している25）。しか

しその一方で，まさにこの新しい責任を通じて，

子どものための仕事は行うに値する意味を獲得

し，その社会的価値も上昇すると考えられる。

つまり，子どもとの関係性が，それに携わる者
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にとって，満足・自意識・自己確認の源泉とも

なる。

子どもに対する関心の高まりと表裏関係にあ

る高度産業社会では，効率性，業績，時間的正

確さ，予測可能性，秩序の速やかな浸透が求め

られる。こうした構造的要請が，非合理な存在

としての子どもに対する教育関心を煽る要因と

なっている。したがって，今日子どもの養育に

携わる人間は，それは従来女性が担ってきたが，

うまくかみ合わない二つの世界，すなわち徹底

的に合理化された社会と非合理的な存在として

の子どもの世界とを調整し，そのバランスを維

持しつづけなければならない。しかもより重要

な点は，「両者の根深い対立を調整作業によっ

て克服する必要があるばかりではなく，さらに

積極的にこの対立と向き合う必要がある」26）と

いう指摘である。

「今日子どもを持つということは，特に女性

たちにとって，まさしく近代の理想像を形成す

る要素，自分自身を中心に据え，自由・独立を

モットーとする積極的な人生計画を断念するこ

となのである。近代社会が教育制度や消費生活

や家族法や老人福祉など多くの分野で『自分自

身の生活』に対する脅迫・欲求・期待を生み出

し推進すればするほど，その結果は必然的に子

どもに対する絆や責任の内容と真っ向から対

立」せざるを得ない。つまり，「子育てに携わ

る者は，高度産業社会の生活条件に即してでは

なく，むしろ多くの点でこうした社会のあり方

に対抗してしか子どもに関わる仕事を遂行でき

ない」27）のである。この点こそ，「個人化」過

程における「子ども願望」がもつラディカルな

側面であり，子どもとの関係性の中に含まれる

「ケア」の問題として，改めて位置づけること

ができると思われる。つまりこのことは，「子

ども願望」が，「ケアの倫理」（キャロル・ギリ

ガン）に代表されるようなオルタナティブな社

会のあり方をも構想しうる可能性をもっている

ことを示唆していると思われる。例えばマイケ

ル・ハートは，「情動にかかわる労働（affective

Labor）」という概念を用いて，高度産業社会に

おけるケア労働のもつ意義を次のように語って

いる。

「この労働は非物質的なものである。というの

は，それが身体にかかわるものであれ感情にか

かわるものであれ，その生産物（安心の感情や

幸福感，満足，興奮，情熱，あるいは深い関わ

りの意識や，共同体の感情といったもの）には

手で触れることができないからである。人間の

内部に向けられたサービス，あるいは親密さの

サービスといった範疇が，この種の労働に適応

される。しかし，この労働にとって本質的なの

は，その『人間の内部に向けられた』局面であ

り，情動の創造と操作そのものなのである。こ

のような情動の生産と交換，コミュニケーショ

ンは，一般的に言って，人間の出会い，つまり

現実の他者の存在に結びついたものである。…

‥情動にかかわる労働が生みだすのは，社会的

ネットワークであり，もろもろの共同体の形態

であり，バイオパワーなのである」。28）

ハートは，近代における労働および分業のヒ

エラルヒー，そしてこのヒエラルヒーに対応し

た人間諸関係のあり方の見直しとして，「情動

にかかわる労働」によって形成された社会ネッ

トワークを，業績主義・効率性を優先させてき

た社会に対するオルタナティブとして位置づけ

ている。この点は，今日の子どもをめぐる人間

諸関係の社会的位置を考えるにあたって非常に

示唆的であると思われる。

しかし，子どもとの関係性の中にあるケアと

いう問題，そこに含まれている可能性は，同時
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に子どもとの関係の非対称性をテコとする支配

関係と隣り合わせであることも忘れてはならな

い。すなわち，親性への新しい意味づけとして

の「子ども願望」は，可能性と危険性の両方を

含むアンビバレントなものであると言わざるを

得ない。こうした可能性と危険性両方の射程を

含む子どもをめぐる関係性の考察は，今後の重

要な研究課題と言えるだろう。

本節では，親性「個人化」に対する「個人化」

論のインプリケーションとして，親性に対する

個人の意味づけとしての「子ども願望」がとり

わけ重要になることを確認した。しかし「子ど

も願望」は，社会的な文脈から切り離された個

人の意思のみによって形成されるものではな

い。現実の親性への意味づけは，個人的な願望

だけではなく，願望の背景にある個人のバイオ

グラフィー，他者との関係性，さらには社会諸

制度とのコンフリクト・妥協から構成される複

雑な複合体として捉えられなければならない。

つまり，子どもを持つことが大きな負荷ともな

る今日の社会では，親性の決定過程において，

「子ども願望」のみならず，願望の障害ともな

る様々なレベルの社会的諸条件も重要なファク

ターとして作用する。次節では，親性の「個人

化」をよりトータルに捉えていくために，親性

の決定過程に焦点をあて，その分析枠組みにつ

いて検討する。

４．親性の「個人化」

（１）「分断化」：ギュンター・ブルカルトに

よる反仮説

ギュンター・ブルカルトは，構造的強制と個

人の自律的決定という，社会学の根本問題につ

いての理論的かつ経験的検討という観点から，

親性の問題を取り上げている。具体的には，親

性の決定過程において，「個人の自律的決定と

バイオグラフィー上の強制や社会的・文化的自

明性とがどのような連関を構成しているか」29），

また「親性の決定過程においてどの程度自律的

決定をなしえているか，あるいは社会集団によ

ってどのような違いがあるか」を明らかにする

ことが企図されている。彼は，親性の決定過程

に関するアプローチのひとつとして，「個人化」

論と「合理的選択」理論30）を取り上げ，その

普遍性要求に対する異議申し立て，および歴史

的・経験的批判という二つの点から，批判を行

っている。ここでは，ブルカルトの「個人化」

論に対する批判を参照しながら，親性の「個人

化」のトータルな把握への手がかりとして，親

性の決定過程の分析枠組みについて検討する。

ブルカルトは，「個人化」の特徴を個人の選

択可能性の増大として捉えた上で，親性の「個

人化」に関する３つの仮説を引き出している。

q子どもを持たないことはもはやアノミーで

はない

w第一子出産時の年齢範囲はますます拡大す

る（年齢規範の解体）

e家族規模（子ども数）がますます任意とな

る

そして彼は，ドイツよりも個人主義が徹底し

ているアメリカを取り上げ，親性の「個人化」

の進行の度合いを経験的データから検討するこ

とによって，「個人化」論の負荷力を検証した

（図１参照）。

まず第一の仮説については，ブルカルトは，

子供を持たない選択よりも「親性の延期」をよ

り本質的な特徴と見なしている。同時に，第一

次ベビーブーム期の出生コーホートに属する女

性における無子率の低さを，むしろ特殊な傾向
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として指摘している。また，第二の仮説につい

ても，第一子出産年齢に関する規範（19歳～

25歳）の浸透は第一次ベビーブーム期という

特定の出生コーホートでのみ確認できるもので

あり，長期的な出生コーホート別の変遷を見た

場合，特定の出生コーホートにおける均質性の

高さの方がむしろ逸脱と見なしうるとブルカル

トは指摘している。さらに第三の子ども数に関

する仮説についても，家族規模の縮小というよ

りもむしろ多子家族の割合の減少および１～２

人の子ども数への集中として捉えられるべきで

あるとしている。とりわけアメリカにおいて３

人以上子どもがいる家族は，20.5％（1960年）

から9.8％（1988年）へと半数以下に減少して

いる。以上のことから，ブルカルトは，子供を

持つことが普遍的でなくなり無子率が上昇する

という「親性の個人化」仮説は，非常に短いス

パンに焦点を当てているために，出生コーホー

ト別の比較という観点から見て承認できないと

結論づけている31）。

また，親性に関する意識的決定という点につ

いて，ブルカルトは，意識的選択が可能となる

のは，経済的に他者への依存を必要としないご

く少数の高い教育を受けた女性に限られている

としている。さらに彼は，避妊技術の普及の高

さにもかかわらず，一定数存在する妊娠の際の

無計画性，あるいは前近代における出生コント

ロールの存在などから，今日子供をもつという

決定が，「個人化」論や「合理的選択」理論が

想定しているようなコスト・利益の計算に基づ

く結果とは言い難いとしている。彼は自ら行っ

たインタビュー調査から，ほとんどの女性が，

子供を持つのにふさわしい時期がいつなのかと

いう問題について，明確な見通しをもっている

わけではなく，しばしば問題を偶然性という運

命に委ねてしまうとしている32）。

親性の「個人化」の検証の結論として，ブル

カルトは，親性の「個人化」過程は，あらゆる

社会階層において確認することはできないとし

ている。彼によれば，子どもをめぐる決定は，

様々な構造的諸条件に媒介された利用可能な選

択肢によって制約を受けざるを得ない。すなわ

ち多くの人々は，様々な選択肢ではなく，むし

ろ構造的強制の下で特定の選択に誘導されるの
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図１　親性の個人化

親性の移行の際

の多元性の増大

選択肢の増大
選択・決定ニ

ーズの増大

価値及び規

範の浸食

（性別役割，

ライフコー

ス，家族）

親子関係におけるバイオグラ

フィー上の不確実性の増大

個人化された親

性の意義の増大

社会構造上の分断化と差異化

出生コントロールの意味

の増大

資料出所 : Günter Burkart, Individualisierung und Elternschaft - Das Beispiel USA, in: Zeitschrift für

Soziologie, Jg. 22, Heft 3, 1993, S. 161.



である。親性の決定過程において，主体的な選

択が可能なのは，白人の高い教育を受けた特定

の層のみであり，選択が困難な集団との「構造

的分断化」「差異化」が進行，さらには深刻化

しつつあるとブルカルトは強調する33）。そして

調査結果から，「個人化された」集団（白人・

高学歴・高収入）と，構造的強制によってその

選択が拘束されている「家族主義的」集団（黒

人・低学歴・低収入）との「二極分化」こそが，

今日のアメリカの親性の決定をめぐる大きな特

徴であると締めくくっている。

（２）親性の決定過程

ブルカルトの「個人化」論批判は，親性の

「個人化」という問題を考えるにあたって，ど

のような意義があるだろうか。ここでは，この

問題を親性の決定過程という点から考察する。

自らの経験的検証を踏まえて，ブルカルトは，

親性の決定過程において「個人化」を確認でき

るのはごくわずかな集団に限られており，ほと

んどの場合には決定の際のさまざまな条件，す

なわち「構造的強制」が決定過程において重要

な役割を果たしていると見なしている。「構造

的強制」には，一般的な構造的諸条件（教育シ

ステム，労働市場の構造，両性関係，家族・子

なし・「良き人生」の定義に関する文化的に正

当化されたイメージ）のみならず，具体的な個

人を取り巻く条件，すなわち階層属性，教育資

本，接近可能な社会的支援ネットワーク，バイ

オグラフィー上の位置などが想定されている

34）。これらの諸条件が非常に複雑に絡み合うな

かで，親性の決定は方向づけられている（表２

参照）。したがって，ブルカルトに言わせれば，

親性の決定とは「子ども願望」に基づく個人の

自律的な決定とは全く別物である35）。

「個人化」論あるいは「合理的選択」理論に

共通する個人の「決定」を中心するアプローチ

をめぐって，ブルカルトは，決定概念の明確化

を今後の重要な社会学の理論的研究課題として

提起している。「個人化」論が展開する選択の
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表２　親性の決定過程における要因（親性への移行過程，時期，子ども数）

基本的な親性 時期（年齢） 子ども数

親性の価値vs子なしの価値 教育及び職業：親性の延期 第一子出産の年齢

親性による犠牲vs
パートナーシップ

さらなる子どもによる

子なしによる犠牲 犠牲と価値

生物学的・社会的年齢制限
兄弟姉妹の価値に関する

親の「考え方」

価値／犠牲が依拠するもの：利用可能な選択肢 親の生殖能力

（職業教育・職業），

パートナーシップ，

期待される援助， パートナーシップの質

「良き人生」とは何か

資料出所 : Günter Burkart, Die Entscheidung zur Elternschaft : eine empirische Kritik von

Individualisierungs und Rational-Choice-Theorien, F. Enke, 1994, S. 251

決定が依拠し

ているもの



可能性とリスクという「ジレンマ」や「両義性」

だけでは，構造的強制との関係，個人の決定過

程におけるバイオグラフィー上の様々な背景，

さらには相互行為による作用との関係など，ト

ータルに親性の決定過程を分析していく上で不

十分であるとしている36）。

以上のような，ブルカルトの経験的検証およ

び理論的課題提起は，非常に示唆に富んでいる

が，「分極化」仮説が「個人化」論批判として

展開されたことによって，理論的な問題も孕ん

でいると思われる。すなわち，「個人化」論が

親性の「個人化」の一側面として個人にとって

の「意味づけ」の重要性を強調することは，ブ

ルカルトの議論と決して矛盾するものではな

く，むしろ「分断化」仮説は，親性の「個人化」

をトータルに捉えていく上で，「個人化」論を

豊富化し得るものとして位置づけることができ

るように思われる。

「分断化」仮説は，親性の決定過程における

「構造的強制」に左右されることなく意識的決

定が可能である社会集団と，逆に「構造的強制」

に身を委ねざるを得ない社会集団との「二極分

化」を表している。しかし，ベックおよびベッ

ク=ゲルンスハイムも指摘している37）ように，

「構造的強制」に拘束される「制度化」と「個

人化」とを二律背反的に捉えてしまうことによ

って，逆に，ブルカルト自身が提起した親性の

決定過程の射程が十分に活用されていないよう

に思われる。換言すれば，ブルカルトが「個人

化」論批判の論拠として用いた「構造的強制」

は，むしろ「個人化」論の中心にある。つまり，

あらゆる個人は，福祉国家・労働市場・教育シ

ステムといった一般的社会的諸条件，さらには

個人のバイオグラフィー，あるいはパートナー

を含む人間諸関係における相互行為を媒介とし

て，親性の決定を特定の方向に誘導されるので

ある。しかし，こうした親性の決定過程におい

て決定的に重要になるのは，従来階層あるいは

階級によって担われてきた諸要因の調整・再統

合の機能が，個人に取って代わるという点であ

る38）。すなわち，個別具体的なバイオグラフィ

ー，さらには個人の教育や職業といった諸条件，

ひいては社会制度といった多元的なレベルの諸

要因の調整およびそれに対する意味づけがあく

までも個人の問題として登場することに，今日

の親性の「個人化」の特徴がある。したがって，

親性の決定過程において，いくら個人が仕事と

パートナー関係と子どもをすべて望んでいると

しても，それは常に「不完全なコンビネーショ

ン」にならざるを得ないのである。つまり親性

の「個人化」をトータルに把握するためには，

ブルカルトのようなゼロサム的な発想ではな

く，主観的要因と客観的要因とが複雑に絡み合

ったパターン編成から構成される親性の決定過

程についてのホリスティックな分析枠組みを用

意しなければならない。そのためには，「個人

化」論から読み取り得る理論的インプリケーシ

ョン―個人を調整の中核とする親性の決定過

程，その際の「子ども願望」に示されているよ

うな個人にとっての「意味づけ」の重要性―と，

ブルカルトが強調した多元的なレベルにおける

「構造的強制」とが，親性の決定過程の分析枠

組みとして相互補完的に接合されなければなら

ない。両者の議論を射程に入れることによって

はじめて，親性の「個人化」のトータルな把握

が可能になるのである。「個人化」論と「分断

化」仮説との接合の仕方，ひいては親性の決定

過程についてのホリスティックな分析枠組みの

構築は，今後の重要な研究課題であるが，最後

に，こうした接合の一つの理論的な可能性とし
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て，主観的要因も組み込んだ社会変動論として

の「価値転換」研究，「ミリュー」研究を取り

上げたい。

ドイツの「価値転換」研究は，ロナルド・イ

ングルハートの研究に端を発している。イング

ルハートの研究を批判的に継承し，ドイツの社

会分析に用いたヘルムート・クラーゲスによれ

ば，今日の親性は「義務価値」から「自己実現

価値」への転換として捉えられる39）。しかしこ

の価値転換は，イングルハートの理論的問題点

としても指摘されていることであるが，一方向

的・不可逆的な変化ではあり得ない。こうした

批判を踏まえ，価値転換のあり方をより精緻化

して，今日の多様なライフスタイルを分析しよ

うと試みているのが「ミリュー」研究である。

高橋秀寿氏によれば，ミリューとは，「職業

と職場，教育水準，収入や居住，地域などの生

活状況，世代，年齢，宗派といった『客観的な』

生活－社会条件と，価値観や意味－コミュニケ

ーション関係，美的趣味，消費－モード志向，

政治やその制度への立場といった『主観的』な

内的態度，およびその相互影響によって構成さ

れた文化的な社会集団」40）と定義されている。

従来ドイツ社会は，階級と宗派の分断に基づく

ミリュー構造を保持していたのに対して，第二

次世界大戦以降，とりわけ宗派の重要性は低下

し，それに代わって，世代や年齢に規定された

価値志向が大きな影響力を持ち始める。また，

経済関係を軸として形成されてきた社会のコン

フリクトライン（クリーヴィッジ）が断片化し，

思考－行動様式や生活スタイルが客観的な生活

構造から相対的に自律することによって，ミリ

ューは，階級・階層の分岐ラインに沿ってでは

なく，相対的に自律した主観的な要因によって

構造化されるようになる41）。ミリュー研究は，

日本でも，政治学，とりわけ政党の支持基盤分

析の手法として注目されており，同一階層内で

の異なる価値志向をもったミリューのカテゴリ

ー化などが試みられている。この分類をそのま

ま親性の分析に応用することはできないが，今

後，親性の決定過程を，階層のみならず世代や

価値観などの複合的編成としてより詳細に構想

していくうえでも，「ミリュー研究」は注目に

値するといえるだろう。

おわりに

本稿では，「近代家族」以降の家族のあり方

を考える一つの考察として，親性―大人の側か

らの子どもとの関係性との関係性に対する意味

づけ―取り上げ，母性愛に基づく「近代家族的

母－子関係」に集約されてきた親性の変化，す

なわち親性の「個人化」について，ベックの

「個人化」論を手がかりとしながら検討した。

最後に，本稿での議論をまとめ，今後の研究課

題を整理したい。

本来ベックの「個人化」論は，家族の分析枠

組みとして展開されているわけではないが，本

稿では，親性の「個人化」について「個人化」

論から読み取り得るインプリケーションとし

て，「子ども願望」に注目した。女性のライフ

コースの「個人化」過程において，女性が独自

のニーズをもつ自律的な存在となることによっ

て，従来母親役割の中に埋め込まれていた親性

は，複数の選択肢のなかの一つの選択肢となる。

親性の「個人化」においては，個人が子どもが

欲しいかどうかという「子ども願望」が決定的

に重要になると同時に，選択の可能性とリスク

というジレンマの中で，その調整の中核に個人

が位置するようになる。そして個人を中心に据
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えた親性への意味づけが，親性の「個人化」の

重要な一側面であり，決定的な転換点となるこ

とを確認した。また最後に，ブルカルトの「分

断化」仮説は，親性の決定過程の分析枠組みと

して，「個人化」論を補完する役割を果たしう

ることを確認した。

本稿での分析を踏まえた上で，親性の決定過

程の分析枠組みとして，「個人化」論とブルカ

ルトの議論とを今後いかに接合するかが，筆者

の今後の理論的課題となる。この研究課題に関

する一つの理論上の方向性として，ミリュー研

究を提示したが，この点については，理論的な

検討だけではなく，個別具体的な親性の決定過

程に関する実証的な分析によって，検証してい

く必要がある。また，親性の決定過程は，利用

できる資源，選択肢を比較考量し，諸条件との

兼ね合いの中で親になることを意味づけ直す葛

藤のプロセスでもある。したがって親性の決定

過程をよりダイナミックにかつホリスティック

に捉えていくためには，客観的な生活諸条件と

主観的な意味づけとの複合的編成が時間的経過

の中でどのように変化したのかを明らかにする

必要がある。その際，生殖技術の問題など，親

性をめぐる今日の社会のあり方も考慮しなけれ

ばならない。この点とかかわって，今日の親性

に含まれている意味，すなわち親性に含まれて

いる「ケア」の問題も，「近代家族」以降の家

族のあり方を模索する家族研究にとって，決定

的に重要となってくるであろう。

最後に，本稿では展開することができなかっ

たが，親性の「個人化」は，あくまでも親の側

からの意味づけの変化である。したがって，親

性の「個人化」は，「近代家族的母－子関係」

からの離脱の起点にはなりうるが，それはあく

までも親子関係における一方向的な変化であ

る。つまり，親子関係を分析の射程に入れるた

めには，子どもの視点が絶対不可欠となる42）。

いずれにせよ，親であること，そして親である

ことを通じて問われている子どもの問題は，私

たち個人一人一人の問題であると同時に，家族

のあり方，ひいては社会のあり方をも問うてい

ると言えるのではないだろうか。
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The Individualization of Parenthood:
Individualization Theory as a Framework for Family Studies

Mao SAITO＊

Abstract:  This paper studies the significance of individualization of parenthood in the

pavent/adult-child relationship. 

Parenthood in the modern family has been seen as based on the mother-infant relationship.

This relationship has often been criticized by the women's movement or in feminist theory, but

the new forms of mother-infant relationships or father-infant relationships has yet to be

clarified.  Therefore, I have used Ulrich Beck's individualization theory to reveal new formas of

parent-infant relationships.

In the first section, I show that individualization theory can conceive objective and subjective

aspects of the process of individualization synthetically.  I overview how family studies have

received individualization theory.  Related to this, there are two reasons why the

individualization of parenthood is important.  For one, partnership and parenthood have

separated under the process of family changes after WWII in West Germany.  Accompanying

these changes, there is the theoretical background of how post-modern family theory perceived

parenthood.  Specifically I refer to Edward Shorter, and consider the significance and limits of

his theory.  Based on these assumptions, I describe the implications of individualization theory

for the analysis of parenthood in the third section.  I focus on the desire for children, and reveal

that the meaning of parenthood for each individual plays and important role.  Finally, in order

to develop the theoretical implications of individualization theory more effectively, I adopt

Günter Burkart's "segmentation" hypothesis, and suggest a new orientation for analysis of

decision-making in parenthood, by joining individualization theory and the segmentation

hypothesis.

Key words:  Ulrich Beck, individualization, parenthood, desire for children, segmentation,

milieu
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